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ペット飼育細則 

 

 

ローズハイツ八王子管理組合（ 以下「 管理組合」 という。） は、 ローズハイ

ツ八王子管理組合規約（ 以下「 管理規約」 という。） 第１８条及び第１９条並

びに使用細則第３条第四号に基づき、 次のとおりペット飼育細則（ 以下「 本細

則」 という。） を定める。 

 

（目   的）  

第 １ 条  本細則は、管理組合と組合員等との間における、動物を飼うに当

たって必要な事項を定めると共に、動物の愛護についての理解を深

めることを目的とする。 

（飼い主の心構え ) 

第 ２ 条  ローズハイツ八王子において動物を飼う組合員等（以下「飼い主」

という。）は、次のことを常に心掛けなければならない。 

一  他の組合員等の立場を尊重し、快適な生活環境の維持向上を

図ること。 

二  動物の本能、習性等を理解するとともに、飼い主としての責

任を自覚し、動物を終生、適正に飼うこと。 

三  動物の愛護及び管理に関する法律、東京都動物の保護及び管

理に関する条例、狂犬病予防法等の規定に従い、飼い主の業務

を守ること。 

（飼い主の守るべき事項 ) 

第 ３ 条  飼い主は、次に掲げる事項を守り、動物を適正に飼わなければな

らない。 

一  基本的な事項  

① 動物は、組合員等の専有部分にて飼うこと。組合員等の専有

部分以外で、動物に餌や水を与えないこと、また排せつをさせ

ないこと。 

② 犬、猫等を散歩させる時には、ローズハイツ八王子の建物内

は歩かせての移動は禁止とし、抱きかかえるかケージに入れて

移動すること。ただし、止むを得ない事情等があり、散歩等で

往復時に通り道として共用部分を歩かせて移動する場合はペ

ット委員会を経由し、管理組合の許可を得ること。 

③ 地震、火災等の非常災害時には、動物を保護するとともに、

動物が他の組合員等に危害を及ぼさないよう留意すること。 
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④ 動物の飼育は、その動物一代限りとし、子孫は残さないこと

とする。犬、猫には不妊去勢手術等の繁殖制限措置を行うよう

努めること。 

⑤ 犬、猫には、必要な「しつけ」を行うこと。又、動物の異常

な鳴き声やふん尿等から発する悪臭によって、近隣に迷惑をか

けないこと。 

⑥ 動物が死亡した場合には、適切な取扱いを行うこと。 

二 他の組合員等に配慮する事項 

① 移動に際してエントランスホール、廊下、エレベーター、階

段等を利用する際は一般の組合員等に危害や迷惑を及ぼさな

い手段を講じること。 

② 犬、猫等が組合員等の専有部分以外で万一排せつした場合は、

ふん尿を必ず持ち帰るとともに、衛生的な後始末を行うこと。 

③ 組合員等の専有部分での動物の毛や羽の手入れ、ケージの

清掃等を行う場合は、必ず窓を閉めるなどして、毛や羽等の

飛散を防止すること。また、共用部分、敷地内、及びローズ

ハイツ八王子周辺では行わないこと。 

（ペット委員会）  

第 ４ 条  ローズハイツ八王子におけるペットの飼い主は、管理組合指導の

下に、ペット委員会（通称ペットクラブ）を設ける。 

２  ペット委員会は飼い主全員及びその他の入会を希望する組合員等

で構成し、会則を定め、適正な運営を図る。 

３  ペット委員会の役割は、次のとおりとする。  

一  会員相互の友好を深めるとともに、動物の正しい飼い方に関

する知識を広めるよう努めること。 

二  会員以外の組合員等及び近隣住民にも、動物と暮らすことへ

の理解を深めてもらうよう努めること。 

三  ローズハイツ八王子内のエレベーター、エントランスホール、

開放廊下、階段、その他建物内、敷地内等の共用施設や、周辺 

の環境及び衛生の保持に努めること。 

四  動物を飼おうとする組合員等の相談窓口となること。  

五  飼い主が自ら解決することが困難な問題が生じた場合には、

その飼い主とともに適切な解決を図ること。 

六  本細則に違反した飼い主に対し、適切な飼い方等を指導する

こと。 

七  第８条（動物の標識）の業務を行うこと。  

八  理事長に対し、ペット委員会の組織及び運営状況について適
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時（年２回以上）報告すること。 

九  管理組合は、ペット委員会に対して、理事会から理事２名（Ａ

棟・Ｂ棟より各１名）が参加するなど必要に応じて補助する。 

（飼うことのできる動物の種類）  

第 ５ 条  組合員等が飼うことのできる動物の種類は、原則として犬、猫又

はカゴ・水槽等で飼育できる小動物に限るものとする。ただし、組

合員等に危害を加えるおそれがある、或いは、臭い、抜け毛、鳴き

声等で迷惑をかけるおそれがある、とペット委員会が判断したもの

は飼うことができないものとする。 

（飼うことのできる動物の数）  

第 ６ 条  組合員等が飼うことのできる動物の数（一世帯当たり）は、次の

通りとする。ただし、それぞれの動物飼育数は、一代限りとし、繁

殖を目的としてはならない。 

一  犬及び猫については、各１頭（匹）とする。ただし、届出に

より許可された場合はその限りではない。犬及び猫については

合わせて２頭（匹）までとする。 

二  小鳥又は小動物を飼育するカゴについては、室内で維持でき

る範囲内とする。 

三  水槽で飼育する観賞用魚類等については、室内で維持できる

範囲内とする。 

（組合員等の行う手続き）  

第 ７ 条  組合員等は、下記に掲げる手続を行わなければならない。 

一  動物を飼う場合は、管理規約及び本細則を遵守する旨の誓約

とともに、あらかじめ管理組合に対して申請し、承認を得なけ

ればならない。（飼育届出書兼誓約書の提出） 

二  犬を飼う場合は、前号の手続を経た後、速やかに狂犬病予防

法第４条に規定する登録及び同法第５条に規定する予防注射を

行った旨の証明を掲示すること。 

三  動物を飼わなくなった場合は、その旨を届けること。 

（動物の標識）  

第 ８ 条  飼い主は、管理組合が発行する標識を、他の組合員等が見やすい

場所に掲示しておかなければならない。 

（身体障害者補助犬に対する配慮）  

第 ９ 条  組合員等が、盲導犬、介助犬及び聴導犬（以下「身体障害者補助

犬」という。）を必要とする場合においては、管理組合及び他の組

合員等は、その動物の必要性に十分配慮するものとする。 

２  身体障害者補助犬については、次に掲げる項目の適用を除外する。 
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一  第３条（飼い主の守るべき事項）第二号の⑤  

二  第５条（飼うことのできる動物の種類）  

三  第６条（飼うことのできる動物の数）  

３  身体障害者補助犬については、それを証する書類を管理組合に提

出しなければならない。 

（苦情の受付）  

第 １ ０ 条  組合員等が当ハイツ内の飼育動物による迷惑行為を受けた場合は、

「ペット飼育に関する苦情届」により管理組合に届け出ることができ

る。 

２ 管理組合は、前項により苦情の届け出を受けたときは、速やかにペ

ット委員会に指示し、調査及び対策をたてさせるものとする。 

（飼い主の責任）  

第 １ １ 条  飼い主は、他の組合員等とのトラブルに対して全責任を負うも

のとする。 

２  ペットによる汚損、破損、傷害などが発生した場合は、理由の如

何を問わず飼い主は全責任を負わなければならない。 

（理事長の勧告等）  

第 １ ２ 条  飼い主が、本細則に違反した場合、理 事 長 は、理事会の決議を

経て、その是正等のため、必要な勧告又は指示若しくは警告を行う

ことができる。 

（飼育の禁止）  

第 １ ３ 条  飼い主が、第１０条の責任を負わない場合又は第１１条の勧告及

び指示等に従わない場合、理 事 長 は、理事会の決議を経て、ペット

の飼育を禁止することができる。 

２  ペットの飼育を禁止された者（以下「飼育禁止者」という。）は、

新たな飼い主を探す等、速やかに適切な措置をとらなければならな

い。 

３  飼育禁止者は、再度ペットを飼育してはならない。  

４  飼育禁止者は、ペット委員会から除名処分となる。  

（細則外事項）  

第 １ ４ 条   本細則に定めのない事項については、管理規約又は他の使用細則

等によるほか、区分所有法その他の法令の定めるところによる。 

 

 

附   則  

 

（細則の発効）  
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第 １ 条  本細則は平成２３年６月２６日から効力を発する。  

（経過措置）  

第 ２ 条  「ローズハイツ八王子における動物飼養に関する細則」（以下「旧

細則」という。）は、本細則発効をもって廃止する。ただし、旧細

則の規定により生じた効力を妨げない。 

（細則の改正）  

第 ３ 条  本細則の変更又は廃止は、団地総会の決議を経なければならない。 
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飼育届出書兼誓約書 

 
 

平成   年   月   日  

 

ローズハイツ八王子管理組合  

理事長            殿  

 

  棟   号室  氏名           印 

 

私は、下記のペットを飼育したいので、ペット飼育細則に従い、申請致します。 
また、私はペットの飼育に当たっては、法定事項及びペット飼育細則を遵守し、

他に危害、迷惑をかけません。万一違反した場合はペット飼育を禁止されても 
これに従うことを誓います。 

 

種   類                          

名   前                          

性   別                          

生後年月数                         

大きさ（重さ）                       

  色                           

 
 

 〈写真貼付欄〉  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  最 近 １ か 月 以 内 の も の を 貼 る こ と 。 ま た 、 子 供 の 場 合 は 成 長 後 に 再 度 写 真 を 提 出 す る こ と 。  
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ペット飼育承認書 

 

 

平成   年   月   日  

 

  棟   号室  氏名           殿 

 

ローズハイツ八王子管理組合 

理事長           印 

 

 

 平成  年  月  日に貴殿より申請のありましたペットの飼育につき、

次のとおり決定しましたので、通知します。 

 

 

１．申請のとおり承認します。  

 

２．申請については、下記の条件により承認します。  

 

３．申請については、下記の理由により承認できません。  

 

 

条件・理由  
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ペット飼育終了届 

  

 

平成   年   月   日  

 

ローズハイツ八王子管理組合  

理事長            殿  

 

  棟    号室  氏名           印 

 

  

私は、ペット飼育細則に基づき、次のとおりペットの飼育の終了を届け出ま

す。 

 

 

１．ペットの種類  

 

 

 

２．飼育の終了年月日  

 

 

 

３．飼育終了の理由  
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ペット飼育に関する苦情届 

 

平成  年  月  日 

ローズハイツ八王子管理組合 

理事長        殿 

 棟  号室 氏名           

 

 

 私は、ペット飼育細則第10条の規定に基づき、下記のとおりペット飼育に関する苦情

を届け出ますので改善検討をお願いします。 

 

記 

苦情内容 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

  具体的に、1 件 1 枚で記入ねがいます。 

                                          

1. 受付日：  平成 年 月 日 

2. 対応者の判定 

□ ①  ペット委員会による意見聴取、確認調査のうえペット委員会での処理相当。 

□□□□ 意見聴取、確認調査の結果、理事会へ上申相当。         □。。 

□ ② ペット委員会に指示のうえ、上申意見により、理事会において処理相当。。。。 

.3.処理対応（結論）                           。。。 

                                    。。 

                                      

 

理事長 担当理事 担当理事 

   

 


